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�愛媛県告示第１４５５号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１４条及び第

１１８条の規定に基づき、２等陸士として採用する陸上自衛官

、２等海士として採用する海上自衛官及び２等空士として採

用する航空自衛官の募集期間を次のとおり告示する。

平成１６年７月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

男子（平成１６年度第３次分）

平成１６年８月２日（月）から

９月１日（水）まで

�愛媛県告示第１４５６号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、２等陸士として採用する陸上自衛

官、２等海士として採用する海上自衛官及び２等空士として採用する航空自衛官の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名

称並びに担当区域を次のとおり定める。

平成１６年７月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４５７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び今治地方局産業経済部商工労政課並びに今治市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

平成１６年７月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社

○ 争議行為の通知の公表………………………………………………７４７

告 示

� 目 次 �
告 示

○ 自衛官の募集…………………………………………………………７４１

○ 自衛官の採用試験……………………………………………………７４１

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等（２件）…………………７４１

○ 新たな土地改良事業の施行の関係書類の縦覧……………………７４２

○ 市営土地改良事業の施行の関係書類の縦覧（２件）……………７４２

○ 土地改良事業の工事完了の届出（１２件）…………………………７４３

○ 土地改良事業の工事の完了（３件）………………………………７４４

○ 農地保有合理化事業の実施に関する規程の変更の承認…………７４４

○ 解除予定保安林にする旨の通知（３件）…………………………７４４

○ 保安林の指定施業要件を変更する旨の通知………………………７４５

○ 道路の供用開始（県道粟井浅海線）………………………………７４５

○ 道路の区域変更（一般国道４４０号）………………………………７４５

○ 開発行為に関する工事の完了………………………………………７４６

○ 道路の位置の指定（２件）…………………………………………７４６

○ 愛媛県証紙売りさばき人の指定願の記載事項の変更……………７４６

公 告

○ 特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請の公告…………７４７

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

（男子）
平成１６年９月５日（日） 松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

今治くすのきガーデン 今治市旭町三丁目２
番４外

大規模小売店舗を設置する
者の代表者の氏名

ダイワロイヤル株
式会社
代表取締役
赤土 勇

ダイワロイヤル株
式会社
代表取締役
越智 壯

平成１５年
９月２５日

平成１６年
６月１４日

毎週（火・金）曜日発行 第１５７２号 平成１６年７月６日

平成１６年７月６日火曜日 第１５７２号

愛 媛 県 報

７４１
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�愛媛県告示第１４５９号
松山市南高井土地改良区から許可申請のあった新たな土地

改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・大割

地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８

条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する

。

平成１６年７月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・大割地区）計画書の写し

� 松山市南高井土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１６年７月７日から８月４日まで

３ 縦覧場所

松山市役所

�������
�愛媛県告示第１４６０号
伊予市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・大平小野地区）の施行は、適

当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）

第９６条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定

により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年７月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・大平小野地区）計画書の写し

� 伊予市営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１６年７月７日から８月４日まで

３ 縦覧場所

伊予市役所

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び今治地方局産業

経済部商工労政課並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１４５８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

今治地方局産業経済部商工労政課並びに今治市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１６年７月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び今治地方局産業

経済部商工労政課並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

今治くすのきガーデン 今治市旭町三丁目２
番４外 駐輪場の位置 ユニクロ北側（１

か所）
ユニクロ北側（１
か所）、レディ薬
局東側（１か所）

平成１６年
６月２８日

平成１６年
６月１４日

愛 媛 県 報平成１６年７月６日 第１５７２号

７４２



�愛媛県告示第１４６１号
伊予市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・尾崎天神池地区）の施行は、

適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号

）第９６条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規

定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年７月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・尾崎天神池地区）計画書の写し

� 伊予市営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１６年７月７日から８月４日まで

３ 縦覧場所

伊予市役所

�������
�愛媛県告示第１４６２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により、丹原町土地改良区から次のとおり土地改良事

業の工事が完了した旨の届出があった。

平成１６年７月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４６３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により、丹原町土地改良区から次のとおり土地改良事

業の工事が完了した旨の届出があった。

平成１６年７月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４６４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により、丹原町土地改良区から次のとおり土地改良事

業の工事が完了した旨の届出があった。

平成１６年７月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４６５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により、周桑郡丹原町北田野土地改良区から次のとお

り土地改良事業の工事が完了した旨の届出があった。

平成１６年７月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４６６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により、東予園芸農業協同組合から次のとおり土地改

良事業の工事が完了した旨の届出があった。

平成１６年７月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４６７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により、今治市から次のとおり土地改良事業の工事が

完了した旨の届出があった。

平成１６年７月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４６８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により、今治市から次のとおり土地改良事業の工事が

完了した旨の届出があった。

平成１６年７月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４６９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により、西予市三瓶町土地改良区から次のとおり土地

改良事業の工事が完了した旨の届出があった。

平成１６年７月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（
かんがい排水） 池田地区 平成１４年３月２５日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（
かんがい排水） 光下田地区 平成１５年３月２０日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（
かんがい排水） 徳能地区 平成１６年２月２０日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（
かんがい排水） 杉又地区 平成１６年３月１５日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（
区画整理） 高松上地区 平成１５年３月２５日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 汁谷地区 平成１６年３月２９日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 引野地区 平成１６年３月２９日

愛 媛 県 報平成１６年７月６日 第１５７２号

７４３



�������
�愛媛県告示第１４７０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により、西予市三瓶町土地改良区から次のとおり土地

改良事業の工事が完了した旨の届出があった。

平成１６年７月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４７１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により、西予市三瓶町土地改良区から次のとおり土地

改良事業の工事が完了した旨の届出があった。

平成１６年７月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４７２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により、伊方町から次のとおり土地改良事業の工事が

完了した旨の届出があった。

平成１６年７月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４７３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により、城辺町から次のとおり土地改良事業の工事が

完了した旨の届出があった。

平成１６年７月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４７４号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により

公告する。

平成１６年７月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４７５号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により

公告する。

平成１６年７月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４７６号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により

公告する。

平成１６年７月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４７７号
農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号。以下「法

」という。）第８条第１項の規定により、農地保有合理化事

業の実施に関する規程の変更を次のとおり承認した。

平成１６年７月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４７８号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから

、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示

する。

平成１６年７月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（
かんがい排水） 朝立地区 平成１６年３月２０日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（
かんがい排水） 垣生地区 平成１６年３月２０日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（
かんがい排水） 周木地区 平成１６年３月１５日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（
農道） 仁田之浜地区 平成１６年３月２３日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（
かんがい排水） 土居地区 平成１６年３月２６日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

中山間地域総合整備事業（
農業用用排水） 中島地区 平成１４年１月３１日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

中山間地域総合整備事業（
農道） 中島地区 平成１５年５月３０日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

中山間地域総合整備事業（
農地防災） 中島地区 平成１２年６月９日

変更の承認を受けた農
地保有合理化法人の名
称

変更の承認に係る農地
保有合理化事業の種類 承認年月日

財団法人えひめ農林漁
業担い手育成公社

法第４条第２項第１号
から第４号までに掲げ
る事業

平成１６年６月２８日

愛 媛 県 報平成１６年７月６日 第１５７２号

７４４
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１ 解除予定保安林の所在場所

温泉郡重信町大字山之内字古屋敷乙６７６の２、乙６７７の

２、乙６７８の３

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１４７９号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから

、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示

する。

平成１６年７月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 解除予定保安林の所在場所

上浮穴郡柳谷村大字西谷字古味１００２４の２（国有林。

）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 解除の理由

道路用地とするため

２� 解除予定保安林の所在場所

上浮穴郡柳谷村大字西谷字小村１００２７の２、１００２８の

２、１００３１の２（以上３筆国有林。）

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１４８０号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから

、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示

する。

平成１６年７月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

喜多郡河辺村大字北平１２２５の２、１２２５の３

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１４８１号
次の保安林の指定施業要件を変更する旨の通知を受けたか

ら、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準

用する同法第３０条の規定により告示する。

平成１６年７月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

喜多郡五十崎町大字古田乙８８１の１、乙８８１の２、乙８

８１の１１から乙８８１の１３まで、乙８８１の１５から乙８８１の１９ま

で、乙８８１の２２、乙８８１の３１から乙８８１の３６まで、乙８８１

の３８、乙８８１の３９、乙８８１の４７から乙８８１の４９まで、乙８

８１の５２、乙８８１の５３、乙８８１の５５、乙８８１の５６、乙８８１の

７０、大字大久喜乙２の１、乙２の７、乙２の１４、乙２の１５

、乙１８３

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立

木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及

び五十崎町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１４８２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年７月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４８３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年７月６日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 粟井浅海線
北条市別府１０８４番２から

同市別府１０５５番１地先まで
平成１６年７月６日

愛 媛 県 報平成１６年７月６日 第１５７２号

７４５
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�愛媛県告示第１４８５号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１６年７月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

四国中央市金生町山田井字南サコ３４６番４及び３４６番５

並びに３４６番５地先農道

２ 申請人の住所氏名

四国中央市金生町山田井２３１番地

白川 富枝

３ 図面省略

�������
�愛媛県告示第１４８６号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１６年７月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

伊予郡砥部町重光１０７番２

２ 申請人の住所氏名

松山市道後町二丁目３番４号

株式会社松平不動産

代表取締役 松平 定理

３ 図面省略

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４８４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１６年７月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４８７号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更が許可されたので、愛媛県証紙条例施行規則（昭和３９年愛媛県

規則第４２号）第５条第６項の規定により告示する。

平成１６年７月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４０号
上浮穴郡柳谷村大字柳井字落出７７２番から

同大字字本村３１６０番まで

旧 ４．５～２４８．０
１１．５～ ９８．０

３．４６５
２．９８５

新 １１．５～ ９８．０ ２．９８５

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１６四土（開）第６号

平成１６年６月２２日

四国中央市川之江町字梅ノ木２９３番６、２９３番７、２９４番１、２９４番４
、２９５番１、２９５番２、２９６番１、２９６番２、３０４番及び３０４番地先水路

香川県高松市勅使町５４０番地
平安商事株式会社
代表取締役 越 智 義 則

１６今局建（開）第４号

平成１６年６月２４日
越智郡朝倉村大字朝倉下乙７９番２及び乙８０番３

越智郡朝倉村大字朝倉下甲３０９番地３
有限会社 田窪組
代表取締役 田 窪 浩

１６西局丹土（開）第６号

平成１６年６月２５日
東予市壬生川６１６番１

東予市壬生川４２５番地の３
一 色 廣 子

指定

番号

売 り さ ば き 人 変 更 事 項 変更許可

年 月 日住 所 氏 名 又 は 名 称 新 旧

三第
２２号

四国中央市三島宮川四丁目６
番５３号

四国中央食品衛生協会 売りさばき人
四国中央市三島宮川四丁目６番５３
号
四国中央食品衛生協会

売りさばき人
四国中央市三島宮川四丁目６番５３
号
宇摩食品衛生協会

平成１６年
５月２０日

愛 媛 県 報平成１６年７月６日 第１５７２号

７４６



公 告
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�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛統一労働組合執行委員長大野久から次のとお

り争議行為を行う旨の通知が平成１６年６月２５日あったので公

表する。

平成１６年７月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事件 平成１６年度夏季一時金に関する事項・その他

２ 日時 平成１６年７月９日正午より本問題が解決に至る間

３ 場所 財団法人正光会今治病院

（今治市高市甲７８６番地１３）

財団法人正光会宇和島病院

（宇和島市柿原１２８０番地）

４ 概要 前記記載の場所において、あらゆる形の争議行為

を単独又は併用して実施する。

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申

請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１６年７月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１６年６月２５日 特定非営利活動法人 エコロ
ジーネットワーク協議会 金 城 正 信 愛媛県松山市北吉田町３５０番地

１
この法人は、不特定かつ多数の市民に対し
て、環境保全に関する思想の普及と意識の
高揚並びに調査研究を実施し、国内外のネ
ットワーク化を図りながら子供の健全育成
及びまちづくりの推進に関する事業を行い
、豊かで充実した生活の出来る社会づくり
に寄与することを目的とする。

愛 媛 県 報平成１６年７月６日 第１５７２号

７４７
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